
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施について

厚生労働省
保険局高齢者医療課

一般介護予防事業等の
推進方策に関する検討会

（第３回） 資料２－2

令和元年７月19日



１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康

保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも

に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。

（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に

ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。

⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。

⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。

⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所

要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情
報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和２年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は令和元年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は令和２年10
月１日（一部の規定は令和４年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は令和３年４月１日）

施行期日

改正の概要
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被用者保険の保健事業
（健保組合、協会けんぽ）

○健康診査のみの実施が
ほとんど

○一部、重症化予防に向けた
個別指導等も実施

後期高齢者広域連合の
保健事業

（広域連合。市町村に委託・補助）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策等）

保険者により、糖尿病性腎症の患者等に対して、医療機関と連携
した受診勧奨・保健指導等の実施。

○健康経営の取組
・ 保険者と事業主が連携した受動喫煙対策や職場の動線を利用し
た健康づくりの実施。

・ 加入者の健康状態や医療費等を見える化した健康スコアリング
レポート等の活用。

国民健康保険の
保健事業（市町村）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策

等）
・ 保険者により、糖尿病性

腎症の患者等に対して、
医療機関と連携した受診
勧奨・保健指導等の実施。

○市町村独自の健康増進
事業等と連携した取組

７５歳退職等

６５歳

○一般介護予防事業（住民主体の通いの場）
○介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食
等）、生活予防支援事業（ケアマネジメント）

介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業等（市町村）

国保と後期高齢者の
保健事業の接続の必要性
（現状は、７５歳で断絶）

○フレイル状態に着目した
疾病予防の取組の必要性
（運動、口腔、栄養、社会参加

等のアプローチ）

保健事業と介護予防の
一体的な実施（データ分析、
事業のコーディネート 等）

→保健事業との連携による支援メニューの充実の必要性

保健事業と介護予防の現状と課題（イメージ）
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広域連合国（厚生労働省） 市町村

都道府県
（保健所含む）

○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。

○具体的な支援メニュー
をガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、
先進事例に係る支援。

○広域計画に、広域連合
と市町村の連携内容を
規定。

○データヘルス計画に、
事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の
費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業
との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
ることができる。

○地域ケア会議等も活用。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業について、

後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国

民健康保険の保健事業と一体的に実施。

国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等

必要な援助

事業の一部を民間機
関に委託できる。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施＞

都道府県への
報告・相談

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

（市町村は事業の
実施状況を把握、
検証）
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（スキーム図）
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疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善高齢者

※フレイルのおそれ
のある高齢者全体
を支援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析
④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を行うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養士、
歯科衛生士等の医療専門職を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険と後期高齢者
医療制度の保健事業を接続

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑪通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

健診
医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋
特別調整交付金)

⑩市民自らが担い手
となって、積極的
に参画する機会の
充実
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（市町村における実施のイメージ図）
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事務連絡「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の施行に向けた体制整備について」
（７月５日付け厚生労働省保険局高齢者医療課・国民健康保険課・老健局老人保健課）

○ ５月22日に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布された
ところであり、市町村が中心となった高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための体制の整備等につ
いては、改正後の高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法及び介護保険法の各法の規定により実施されるこ
ととなるものである。
○ 一体的な実施を推進するため、その先行的事例等を踏まえたプログラムについては、厚生労働省において、学識経
験者や自治体関係者の御意見をお聞きしながら事務的な検討を進めているところであり、本年10月頃までに、「高齢者
の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」の議論を経て「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」の改定
等を行うこととしている。他方、一体的な実施について来年４月１日の円滑な施行を図るためには、各自治体における
様々な準備が必要となるため、これまでの高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議等の議論を
もとに、現時点で、各自治体においてご検討いただきたい内容を、以下のとおり整理するものである。
○ 後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村におかれては、以下にお示しする内容（特に、第４の具体的な取組
のイメージや第５の体制の整備について）及び別添参考資料を確認の上、本事業の円滑な施行に資するため、必要な体
制の整備や具体的な事業内容の検討等について、順次進めていただくようお願いする。
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趣旨

第１．改正の経緯
第２．改正の背景及び趣旨
第３．改正法の規定内容
第４．具体的な取組のイメージについて
第５．各自治体における体制の整備等について
第６．具体的な事業内容の検討等について

構成



「第４．具体的な取組のイメージについて」より

(1) 市町村において保健師等の医療専門職を配置し、地域の健康課題等の把握や地域の医療関係団体等との連携を進
め、事業全体の企画・調整・分析等を行う。
各地域に配置される医療専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生士等）が中心となり、高齢者のいる世帯へのアウ

トリーチ支援や通いの場等への積極的関与といった取組の充実を図る。
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医療専門職の配置

(2) ＫＤＢシステムに盛り込まれている被保険者一人ひとりの医療レセプトや健診に係るデータ、介護レセプト、要
介護認定情報等の情報を一括で把握。加えて、質問票の回答など高齢者のフレイル状態等に関する情報も一体的に分
析し、本事業において支援すべき対象者を抽出。医療・介護双方の視点から高齢者の状態をスクリーニングし、社会
参加の促進を含むフレイル予防等の取組など、課題に対応した一体的な取組につなげていく。
(3) 市町村が有する介護予防・日常生活圏域ニーズ調査のデータ等も活用し、地域の健康課題の整理・分析を行う。

国保データベース（KDB）システム等による分析・地域の健康課題の整理・分析

(4) 抽出した情報をもとに、ハイリスク者はもとより医療や介護サービス等につながっておらず健康状態が不明な高
齢者や閉じこもりがちな高齢者等に対するアウトリーチ支援、個別に対象者を抽出して重症化予防や低栄養防止等の
取組、通いの場等への参加勧奨などを行う。

抽出した情報をもとにした高齢者に対するアウトリーチ支援等

市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、具体的には、次の(1)から(11)のような取
組を実施していくことが考えられる。

特に、特別調整交付金を活用した支援の対象とする事業内容については、その要件として、以下の(1)や(2)に記載
された、国保データベース(KDB)システムを活用し地域の健康課題の把握や個別訪問を必要とする対象者等を抽出する
といった取組を進めた上で、(4)に記載された国民健康保険保健事業との連続的な支援を含む重症化予防等の取組等と、
(5)や(6)に記載された介護予防等の地域支援事業との連携による通いの場等への積極的関与等の双方の取組を進める
ことを必須とする方向で、支援策の検討を進めている。

特別調整交付金の交付要件



(6) 通いの場等の支援内容に積極的に関与するとともに、駅前商店街、ショッピングセンター等における健康相談等、
健康づくりへの興味関心を喚起する環境の整備。
(7) 市民が自ら担い手となって積極的に参加できるような機会の充実。
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通いの場等における医療専門職の関与

(8) 地域の医療関係団体等と積極的な連携を図り、一体的な実施における具体的な事業メニューや事業全体に対する
助言や指導を得るとともに、受診勧奨に関する支援やかかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師のいる薬
局等からも、高齢者の状況に応じて通いの場等への参加勧奨を行うよう働きかける。

地域の医療関係団体等との連携

(9) 介護予防の通いの場等については、民間の取組、地域の集いの場等との連携を進め、高齢者の参加促進のための
個人に対するインセンティブ措置（ポイント制の導入促進等）を講ずる。

通いの場等の取組の推進

(10) 事業実施に当たっては、フレイルのおそれのある高齢者全体を支援するために、国民健康保険保健事業と高齢
者保健事業を接続して実施できるようにする。

国保保健事業と高齢者保健事業との接続

(11) ＫＤＢシステム等を活用して事業の実績を整理しつつ、事業の評価を行い、効果的・効率的な支援メニューへ
と改善する。

事業の評価

(5) 通いの場等において、フレイル予備群等を把握し、低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能向上
に向けた支援等を行うとともに、地域包括支援センターなどの関係機関と連携して医療・介護サービスにつなげる。
フレイルや疾病の重症化のリスクに対する気づきを促し、運動・栄養・口腔等の予防メニューへの参加を勧奨等。

フレイル予防等



○ 後期高齢者医療広域連合においては、保健事業の企画調整とともに、ＫＤＢシステム等を活用した域内全体の高齢
者の健康課題や構成市町村における保健事業の取組状況等の整理・把握・分析、構成市町村への支援、都道府県や各国
民健康保険団体連合会との調整等の取組を適切に行うことが必要。

8

「第５．各自治体における体制の整備等について」より

①市町村内の庁内連携に向けた体制整備について
○ 市町村の状況や取り組む課題等によって、国保担当部局、健康づくり担当部局、介護保険担当部局が中心となる場
合等、様々な枠組みが考えられるが、いずれにせよ、庁内各部局間の連携を円滑に進めることが重要である。
その際、各市町村においては、既存の社会資源や行政資源等を勘案し、具体的な地域の課題は何か、どのような取組

を進めていくのか、どのような医療専門職が必要となるのかを検討し、後期高齢者医療広域連合と具体的な調整を推進。

②一体的な実施に係る基本的な方針について
○ 広域連合から高齢者保健事業の委託を受けた市町村において、高齢者保健事業を効果的・効率的な実施を図る観点
から、国民健康保険保健事業や地域支援事業等との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定める。
○ 基本的な方針には、具体的な事業内容や個人情報の取扱い等を記載することになるが、庁内関係部局との連携を図
り策定することが必要。

（１）後期高齢者医療広域連合における体制の整備について

（２）市町村における体制の整備について
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○ 都道府県内においても関係部局が連携して、後期高齢者医療広域連合や市町村に対する専門的見地等からの支援
や本事業に係る好事例の横展開を進めるとともに、後期高齢者医療広域連合とともに事業の取組結果に対する評価や
効果的な取組の分析等を行うことは、都道府県下における事業展開を進めていく上で重要である。
また、一体的な実施の円滑な推進を支援するため、都道府県から、都道府県単位の三師会等の医療関係団体等に対

して、後期高齢者医療広域連合や市町村が実施する保健事業への技術的な援助等を依頼することも考えられる。

③関係団体等との連携について
○ 医療関係団体の協力が不可欠であり、事業の企画の段階から三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）や看護協
会、栄養士会、歯科衛生士会等の協力を得つつ、保健事業と介護予防の一体的な実施を適切に展開していくことが、
事業を円滑に遂行するために必要である。
○ 市町村は、保健事業の一部を関係機関又は関係団体に委託できることとされているが、保健事業の企画立案や事
業の実施状況の把握・検証等については市町村が責任をもって行うこととするとともに、事業の実施・運営等を適切
に実施できる関係機関又は関係団体に委託することとし、また、地域の医療関係団体等との円滑な情報共有・連携に
努めることが必要。

（３）都道府県による支援について



後期高齢者の質問票の見直しについて ①

○ フレイルなど高齢者の特性を踏まえ健康状態を総合的に把握するという目的から、⑴健康状態、⑵心
の健康状態、⑶食習慣、⑷口腔機能、⑸体重変化、⑹運動・転倒、⑺認知機能、⑻喫煙、⑼社会参加、
⑽ソーシャルサポートの10類型に整理した。

フレイルとは、「要介護状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神・心理

的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすい

ハイリスク状態を意味する」と定義されている。(「フレイル診療ガイド2018年版」(日本老年医学会／国

立長寿医療研究センター、2018)

○ 高齢者の負担を考慮し、質問項目数を15項目に絞り込んだ。

○ 後期高齢者を対象とした健診は特定健診に準じて実施されているため、健診で用いられる質問票にはメタボリックシンドロー
ム対策に着目した質問項目が設定されており、フレイルなど高齢者の特性を把握するものとしては十分なものとはいえない。

○ このため、「高齢者の保健事業のあり方検討ＷＧ」での議論を経て、2018年４月に公表された「高齢者の特性を踏まえた保健
事業ガイドライン」において、より適切な質問項目の設定が、引き続き検討すべき事項として位置付けられ、ＷＧにおいて見直
しの検討が行われた。

経 緯

○ 目的等
１ 健康課題等の把握、必要な支援へのつなぎ
２ 後期高齢者の健診時の活用を第一に位置付ける。
３ ただし、他の活用を制限するものではない。(例：通いの場等において、地域の専門職が関与して必要な支援につなげる等)
４ 健診実施機関の実施状況に対応できるよう、自記式及び他記式いずれでも可能な方法を想定する。

○ 利活用方法
１ スクリーニング（高齢者の特性を踏まえ健康状態を総合的に把握）、保健指導による活用、行動変容の前後評価
２ 特定健診の「標準的な質問票」に代わる位置づけのものとしてKDB等にデータ収載し、活用
３ 教育ツールとして、被保険者にフィードバック

質問票が用いられる状況等の整理と方針

質問項目の考え方

平成31年３月28日（木）

資料４
抜粋

第34回保険者による
健診・保健指導等に関する

検討会
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類 型 名 質 問 文 回 答 考 え 方

１ 健康状態 あなたの現在の健康状態はいかがですか
①よい ②まあよい ③ふつう

④あまりよくない ⑤よくない

主観的健康観の把握を目的に、国民生活基礎調査の質問を採
用

２
心の
健康状態

毎日の生活に満足していますか
①満足 ②やや満足

③やや不満 ④不満
心の健康状態把握を目的に、ＧＤＳ（老年期うつ評価尺度）
の一部を参考に設定

３ 食習慣 １日３食きちんと食べていますか ①はい ②いいえ 食事習慣の状態把握を目的に項目を設定

４

口腔機能

半年前に比べて固いもの(*)が食べにくくなりましたか

*さきいか、たくあんなど
①はい ②いいえ

口腔機能（咀嚼）の状態把握を目的に、基本チェックリスト
の質問を採用するとともに、「固いもの」の具体例を追加

５ お茶や汁物等でむせることがありますか ①はい ②いいえ
口腔機能（嚥下）の状態把握を目的に、基本チェックリスト
の質問を採用

６ 体重変化 ６カ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか ①はい ②いいえ
低栄養状態のおそれの把握を目的に、基本チェックリストの
質問を採用

７

運動・転倒

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか ①はい ②いいえ
運動能力の状態把握を目的に、簡易フレイルインデックスの
質問を採用

８ この1年間に転んだことがありますか ①はい ②いいえ
転倒リスクの把握を目的に、基本チェックリストの質問を採
用

９ ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか ①はい ②いいえ
運動習慣の把握を目的に、簡易フレイルインデックスの質問
を採用

10

認知機能

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れ

があると言われていますか
①はい ②いいえ

認知機能の低下のおそれの把握を目的に、基本チェックリス
トの質問を採用

11 今日が何月何日かわからない時がありますか ①はい ②いいえ
認知機能の低下のおそれの把握を目的に、基本チェックリス
トの質問を採用

12 喫煙 あなたはたばこを吸いますか
①吸っている ②吸っていない

③やめた

喫煙習慣の把握を目的に、国民生活基礎調査の質問を採用し、
禁煙理由についてのアセスメントにつなげるため、「やめ
た」の選択肢を追加

13

社会参加

週に1回以上は外出していますか ①はい ②いいえ
閉じこもりのおそれの把握を目的に、基本チェックリストの
質問を採用

14 ふだんから家族や友人と付き合いがありますか ①はい ②いいえ
他者との交流（社会参加）の把握を目的に、基本チェックリ
ストの質問を参考に設定

15
ソーシャル
サポート

体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか ①はい ②いいえ 身近な相談相手の有無の把握を目的に項目を設定

後期高齢者の質問票の見直しについて ② 平成31年３月28日（木）

資料４
抜粋

第34回保険者による
健診・保健指導等に関する

検討会
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平成31年３月28日（木）

資料４
抜粋

第34回保険者による
健診・保健指導等に関する

検討会
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の
施行に向けたスケジュール（案）

令和元年度 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

高齢者の保健事業の
あり方検討ワーキング
グループ

高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な
実施の推進に向けた
プログラム検討のため
の実務者検討班
（検討班）

厚生労働省
における
準備

保健事業
実施指針

特別調整
交付金
交付基準

広域連合・市町村に
おける準備

第1回
5/22

第2回
5/31

第3回
6/12

第4回
7/5

第5回
8/1

第6回
9/4

（作業チーム）

（ＷＧ）

・「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」を改定し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けたプロ
グラム（以下、プログラムとする）を盛り込む。

・ガイドラインは、本検討班におけるプログラム検討を受け、「あり方ＷＧ」にて承認を得る。
・また、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」の改定や、「令和２年度特別調整交付金の
交付基準」の検討結果の周知など、法施行に向けた準備を１０月までに行う。

・広域連合・市町村においては、指針やガイドライン等を踏まえ、広域計画の策定、委託契約の締結準備、市町村基本方針の策定
など、令和２年度からの実施に向けた準備を行う。

令和元年５月22日

第１回高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施の推進に向けた

プログラム検討のための実務者検討班
資料１－２

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
定

令和２年度
交付基準
検討結果

周知

令和２年度
交付基準について
自治体と協議

パブリックコメント等
（広域連合との調整）

改
正
指
針

告
示改正指針案文の作成準備

令
和
２
年
４
月
１
日

改
正
法
施
行

・広域計画の策定（広域連合議会の承認が必要）
・広域連合と市町村の委託契約の締結
・市町村基本方針の策定 等 13
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